
【重要】新型コロナウイルス緊急事態宣言に関連する学校の措置のお知らせ その２

令和２年４月２３日
在校生の皆さんへ

在宅学習期間の延長のお知らせ
（登校での授業再開日変更のお知らせ）

新型ウィルスの感染状況が日々変化しております。在宅学習期間を4月28日迄、
4月29日～5月7日までを連休、5月8日から登校での授業再開と案内しておりましたが、
下記のとおり、在宅学習期間を2日間延長することとしました。

記

●延長する在宅学習期間：５月８日（金）・９日（土）
在宅学習の課題や実施方法については、４月２８日（火）17時迄にWEB掲示板に
掲載します。在宅学習では、課題の提出が必要になります。課題を提出しない
場合は欠席とみなしますので、必ず対応して下さい。

●現段階における登校での授業再開日は、５月１２日（火）とします。
●授業再開の際の詳細については、新型ウィルスの状況を踏まえ学校として判断し、
５月８日（金）にWEB掲示板にてお知らせします。

●若者の感染も確認されてきています。引き続き不要不急の外出は控える様お願い
します。

●今後も学校からの連絡は、WEB掲示板、ホームページへの掲載や、安否確認シス
テム等を通じて実施しますので各自確認をして下さい。 以上
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